
＜学校教育目標＞学ぶ楽しさ 遊ぶ楽しさ つながる楽しさ 

＜本校の目指す子ども像＞ 自分大好き・友だち大好き・学校大好き 

◆主体的に学習に取り組み、よく考える子◆認め合い、励まし合って仲良くする子◆運動に親しみ、健康で安全な生活を営む子 
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 ５月になりました。早いもので入学式や始業式から３週間が過ぎました。 

昨日は雨の中、懇談会にご参加いただき、ありがとうございます。

各クラスの教育目標や子どもたちの学校での様子をお伝えし、学校

とご家庭の間が少しでも距離感が近くなればと考えています。これ

からも子どもたちのことを忌憚なくご相談し、学校とご家庭、地域

が一丸となり子どもたちを育てていきたいと考えております。今後

とも、ご支援ご協力をお願いいたします。 

さて、１年生も給食が始まりました。今年の１年生は、給食の準備がとても上手

です。お玉やトングなどを上手に使い、こぼすこともなく、みんなで協力しながら

自分たちで準備ができています。給食従事員さんもその様子を見て、驚いておられ

ました。休み時間も他学年と一緒に運動場で元気に遊んでいます。ゴールデンウイ

ークの中、そわそわする様子もなく、学習に取り組んでいる姿が素晴らしいです。

これからの子どもたちの成長が楽しみです。 

５月に入り暖かい日が増えてくると思いますが、まだ寒暖の差があり、豊中市内

の学校では学級休業も出ています。気候に変動が多い時期になりま

すので、体調を整えるようにご注意ください。また、日差しが強く

なると熱中症も心配な季節になってきます。登校の際や運動場で遊

ぶときに使えるような帽子をかぶってきていただくと安心です。汗

拭きタオルや十分な水分も持たせるようにご協力をお願いします。 

 

朝の登校時間について 

 

 

◯学校は８時から校門が開きます 

⇒全校朝会、朝学習（試写、ICT学習）、おは読（朝読書）、健康観察は 

８時 30分から８時 50分の間に行います。 

◯登校時間帯は警備員さんや健全育成会等の地域の方の見守りがあります 

⇒登校時間帯は、地域やＰＴＡの方々の見守りがあります。子どもたちが安全に

登校できる時間帯です。また、何か困りごとがあっても周りの子

どもたちに伝えることもできます。 

 

 

学校だより 

８：００から８：２０分の間に登校しましょう 



◯午前７時からの小学校の校門開放 

⇒保護者の方々の就労等の諸事情により豊中市のこの事業の利用を

希望されるご家庭は、事前申し込みが必要です。また、児童の安

全面確保の観点から、体育館入り口まで付き添いが必要です。 

〇８時までは、校舎には入れません 

 ⇒校門は８時に開けます。７時開門の事業が実施されているため、校門は開いて

いますが、校舎には入れません。また、遊具などで遊ぶこともできません。教

室で朝の準備が終わってから運動場で遊ぶことはできます。門の中で走り回ら

ないように声掛けをしていますので、お家でもご協力をお願いします。 

 

携帯電話の「同意確認書」について 

豊中市教育委員会から携帯電話の取扱いに関する方針が出されています。このこ

とにともない、本校では、やむを得ず子どもが携帯電話を学校に持込む場合は、年

度ごとに毎年「同意確認書」を提出いただくことになっています。ご希望があれば、

所定の用紙がありますので担任からお渡しいたします。昨年度まで学校から許可を

もらっている場合も「同意確認書」の提出が必要です。 

持ち込みには、校内ではかばんから出さず電源を切る、などのルールがあります。

お子さんとよく話し合ってルールを守るようにお願いします。 

 

水曜日の時程等について 

学級懇談会の際に、水曜日の下校時刻がわかりにくいとご指摘をいただきました。

（委員会やクラブがあるときの、１年から４年生の下校時刻）今後は、行事予定や

学年だよりに下校時刻を明記するようにします。 

説明が不十分でご迷惑をおかけいたしました。よろしくお願いいたします。 

 

卒業アルバムについて 

本年度より、保護者負担費の一部が豊中市より補助されるようになりました。 

卒業アルバムについては、補助の対象ではありません。 

そこで、希望者のご家庭は、業者が用意します郵便局の振込用紙に期日までにお振込み

いただき、中学 1 年生の夏ごろにお渡しすることになりま

した。今後も同様の方法に変更になります。よろしくお願い

いたします。 

豊中市立小中学校における携帯電話の取扱いに関する方針（抜粋） 

本市の小中学校における携帯電話の取扱いについては、児童生徒の携帯電話の持込みを

従来どおり「原則禁止」とする。携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合など

やむを得ない事情がある場合には、校長の判断により、例外的に認めるものとする。 


